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○松戸市子ども医療費の助成に関する規則 

平成14年12月27日 

松戸市規則第74号 

全部改正 

改正 平成19年９月28日規則第64号 

平成20年３月24日規則第９号 

平成22年９月24日規則第62号 

平成24年６月29日規則第56号 

平成24年10月２日規則第69号 

平成25年３月29日規則第27号 

平成25年７月１日規則第54号 

平成27年12月28日規則第75号 

（目的） 

第１条 この規則は、子どもの医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部又は

一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実、保護者の経済的負担の軽減を図り、

もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 子ども 15歳に達した日以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。 

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する

者をいう。 

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。 

ア 健康保険法（大正11年法律第70号） 

イ 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

ウ 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 

エ 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

オ 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 

カ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用

療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費を
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いう。 

(5) 一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額

をいう。 

(6) 自己負担金 国、県又は市町村が公費負担医療制度による給付決定をした場合、当

該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額

をいう。 

(7) 子ども医療費自己負担額 市長が子ども医療費助成制度による給付決定をした場合、

当該給付を受けた保護者が負担しなければならない額をいう。 

(8) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。 

（助成対象者） 

第３条 子ども医療費の助成を受けることができる者（以下「助成対象者」という。）は、

次に掲げる要件を備えている子どもの保護者とする。 

(1) 子どもが本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。た

だし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。 

(2) 子どもが医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、生活保護法（昭和25年法律第144号）による被保護者（医療

扶助単一給付で自己負担のある場合を除く。）は、助成対象者としない。 

（助成額） 

第４条 助成額は、子どもが保険給付を受けた場合における医療費のうち一部負担金又は自

己負担金に相当する額から別表に定める子ども医療費自己負担額を控除した額とする。た

だし、子どもの属する世帯が、生活保護法による被保護世帯であって医療扶助単一給付の

ものであり自己負担のある場合及び市町村民税所得割非課税世帯である場合については、

子ども医療費自己負担額を控除しないものとする。 

２ 前項に規定する医療に伴い保険調剤がなされた場合における医療費に対する助成額は、

当該医療費のうち一部負担金又は自己負担金に相当する額とする。 

３ 前２項の規定による助成は、医療保険各法を除く他の法令等により医療に関する給付を

受けることができる場合及び医療保険各法の規定に基づく規則定款等により附加給付の

支給を受けた場合は、その給付の限度において行わないものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定による助成は、疾病等の原因が第三者行為によって生じたもの

であり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償が行われる場

合は、その賠償の限度において行わないものとする。 
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（認定） 

第５条 子ども医療費の助成を受けようとする者は、松戸市子ども医療費助成申請書（第１

号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請し、認定を受けなければならない。 

(1) その者の属する世帯の所得状況及び市町村民税の課税状況を証する書類。ただし、

申請者の同意を得て市長が当該世帯の所得状況及び市町村民税の課税状況を公簿によ

って確認できるときは、当該書類を省略することができる。 

(2) 医療保険各法に定める被保険者証、加入者証又は組合員証（以下「被保険者証等」

という。）の写し 

(3) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請があった場合において助成を受けることができると認めたときは、松戸市子

ども医療費助成申請認定通知書（第２号様式）により通知するとともに子ども医療費助成

受給券（第２号様式の２。以下「受給券」という。）を交付し、助成を受けることができ

ないと認めたときは、松戸市子ども医療費助成申請却下通知書（第３号様式）により通知

するものとする。 

（助成期間及び受給券の有効期間） 

第６条 子ども医療費は、前条に規定する申請書を受理した日（以下「受理日」という。）

以後に受けた医療に要する費用について助成するものとする。ただし、市長が必要と認め

た場合は、この限りでない。 

２ 受給券の有効期間は、受理日の属する月の翌月の１日から最初に到来する７月31日ま

でとし、以後１年ごとに更新するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、

この限りでない。 

３ 市長は、前項の規定により受給券の更新を行う場合において子どもの属する世帯の所得

状況及び市町村民税の課税状況を確認するものとする。 

（助成方法） 

第７条 助成は、第５条の認定を受けた者が保険医療機関において受給券と被保険者証等を

提示して子どもに係る医療に関する給付を受けた場合に助成すべき額を当該保険医療機

関へ支払うことによって行うものとする。 

第８条 前条の規定にかかわらず第５条の認定を受けた者が保険医療機関において一部負

担金を支払った場合又は監護する未熟児に対し母子保健法（昭和40年法律第141号）第20

条第１項に規定する養育医療の給付を受けさせた場合は、助成すべき額を当該者に支払う

ことにより医療費の助成を行うことができる。 
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２ 前項に規定する助成を受けようとするときは、松戸市子ども医療費助成金交付申請書

（第４号様式）に受給券、被保険者証等の写し及び保険医療機関が発行する松戸市子ども

医療費計算書（第５号様式）、領収書又は市長が必要と認める書類を添えて市長に申請し

なければならない。ただし、前項に規定する養育医療の給付を受けさせた場合は、別に定

める方法により申請しなければならない。 

３ 前項本文の申請は、一部負担金を支払った日の翌日から起算して２年以内に行わなけれ

ばならない。 

４ 市長は、第２項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、松戸市子ども医療

費助成金交付決定（却下）通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

（届出の義務） 

第９条 受給券の交付を受けた者は、第５条の規定による申請事項に変更が生じたときは、

速やかに松戸市子ども医療費受給資格登録変更届（第７号様式）を市長に提出し、市長は

再認定を行うものとする。 

（受給券の再交付） 

第10条 受給券の交付を受けた者は、受給券を紛失又は毀損若しくは汚損したときは松戸

市子ども医療費助成受給券再交付申請書（第８号様式）を市長に提出し、受給券の再交付

を申請することができる。この場合において、受給券を毀損又は汚損したときは、当該受

給券を添付しなければならない。 

（受給券の返還・消滅） 

第11条 受給券の交付を受けた者は、転出等の理由により第３条に規定する要件を喪失し

た場合は、速やかに松戸市子ども医療費助成受給券返納届（第９号様式）に受給券を添え

て市長に提出しなければならない。 

２ 前項の届出の有無にかかわらず、受給券の交付を受けた者については、第３条に規定す

る要件を喪失した日をもって第５条の認定を取り消すものとする。 

（助成金の返還） 

第12条 市長は、偽りその他不正な行為により第６条から第８条までに定める助成を受け

た者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。 

（補則） 

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

（適用） 

２ この規則による改正後の松戸市乳幼児医療費の助成に関する規則（以下「改正後の規則」

という。）の規定は、平成15年４月１日（以下「適用日」という。）以後に受ける医療

に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、

なお、従前の例による。 

（適用日の前日に入院している乳幼児が引続き入院する場合の経過措置） 

３ 適用日の前日において入院している乳幼児がその後も引続き入院する場合において当

該入院することとなる期間の医療に要する費用の助成については、改正後の規則の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

（受給券の有効期間の特例） 

４ 有効期間の始期が平成15年４月１日から平成15年７月31日までの受給券については、

改正後の規則第６条第２項の規定にかかわらず平成16年７月31日までとする。 

附 則（平成19年９月28日松戸市規則第64号） 

この規則は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月24日松戸市規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年９月24日松戸市規則第62号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年12月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

次項の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の松戸市子ども医療費の助成に関

する規則（以下「改正後の規則」という。）第５条の規定の例により、小学校低学年児童

の医療に要する費用の助成の認定その他の行為を行うことができる。 

３ 改正後の規則の規定は、施行日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、

施行日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。 

４ この規則の施行の際現に改正前の松戸市乳幼児医療費の助成に関する規則第５条の規

定により交付されている乳幼児医療費助成受給券は、当該受給券の有効期間の満了する日

までは、改正後の規則第５条の規定により交付された子ども医療費助成受給券とみなす。 

（松戸市事務分掌規則の一部改正） 
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５ 松戸市事務分掌規則（平成12年松戸市規則第13号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項の表市民課の項中「乳幼児医療費」を「子ども医療費」に改める。 

第８条第３項の表子育て支援課の項児童給付担当室の目中「乳幼児医療費」を「子ども

医療費」に改める。 

（松戸市役所支所処務規則の一部改正） 

６ 松戸市役所支所処務規則（昭和37年松戸市規則第１号）の一部を次のように改正する。 

別表各支所共通事項の項中「乳幼児医療費」を「子ども医療費」に改める。 

附 則（平成24年６月29日松戸市規則第56号） 

この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

附 則（平成24年10月２日松戸市規則第69号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年12月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、

次項の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 市長は、施行日前においても、この規則による改正後の松戸市子ども医療費の助成に関

する規則（以下「改正後の規則」という。）第５条の規定の例により、医療に要する費用

の助成の認定その他の行為を行うことができる。 

３ 改正後の規則の規定は、施行日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、

施行日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成25年３月29日松戸市規則第27号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年７月１日松戸市規則第54号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年８月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の松戸市子ども医療費の助成に関する規則の規定は、施行日以後

に受ける医療に要する費用の助成について適用し、施行日前に受けた医療に要する費用の

助成については、なお、従前の例による。 

附 則（平成27年12月28日松戸市規則第75号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年１月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、

当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

別表（第４条関係） 

入院による子ども医療費自己負担額 通院による子ども医療費自己負担額 

1日につき200円 1回につき200円 

備考 第４条第１項ただし書の適用については、子どもが医療の給付を受けた日の属する

年度（当該医療の給付を受けた日が４月１日から７月31日までの場合にあっては、当

該医療の給付を受けた日の属する年度の前年度）の市町村民税課税状況で認定する。 
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第１号様式 

第２号様式 

第２号様式の２ 

第３号様式 

第４号様式 

第５号様式 

第６号様式 

第７号様式 

第８号様式 

第９号様式 

 


